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※ 上記のテーマに関する質問等がある場合は、ＦＡＸで研修日２週間前までにお送りください。 
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【あんしん財団協賛】 東京地方税理士協同組合 有料研修会のお知らせ 

税理士 安井
や す い

 和彦
かずひこ

 氏 

所得拡大促進税制 

～基本から応用まで～ 

１ 平成 29 年度税制改正にお
ける改正点 

２ 適用要件 

３ 雇用者給与等支給額 

４ 基準雇用者給与等支給額 

５ 比較雇用者給与等支給額 

昭和 28年生まれ。東京国税局査察部、東京国税局調査部、東京国税局課税第一部国税訟
務官室、税務大学校教授、東京国税不服審判所国税副審判官、国税審判官、総括審判官、
横浜支所長を経て、平成 26年 3月退職、税理士開業。 
東京地方税理士会税法研究所研究員、東京税理士会会員相談室相談委員。 
主な著書に「所得拡大促進税制の手引き：法人税＆所得税まるごと解説！」（税務経理協
会）、「税理士のための審査請求制度の手続きと理論：実務に役立つＱ＆Ａ」（税務経理協
会）、「逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント」（税務研究会） 

１．日  時  平成２９年１１月１７日（金）１０時００分～１６時００分（受付開始９時３０分） 

２．会  場  税理士会館８階会議室（下記案内図参照） 

３．定  員・受講料  １５０名（先着順）・１名 ７,０００円（昼食付き） 

４．お申込方法  下記振込用紙に税理士名・登録番号・住所・電話番号をご記入のうえ、研修日１週間前までに

受講料をお振り込み下さい。入金確認をもって受付とさせていただきます。先着順に受付けし、

定員に達し次第締め切らせていただきますのでご了承ください。また、受講票は発行いたしま

せんので、当日は郵便局の払込票兼受領証を受付にお持ちくださるようお願いいたします。 

※研修日１週間前を過ぎてからのお申込みの場合は、必ずお電話でご連絡のうえ受講料は当日

お支払いください。 

※キャンセルにつきましては研修日２週間前までにご連絡いただければ、ご返金いたします。   

それ以降のキャンセルにつきましてはご返金できませんので、予めご了承ください。 

５．問い合わせ先 東京地方税理士協同組合（電話：045-243-0551 FAX：045-243-0550 http://www.tochizeikyo.com） 

※研修受講管理システム導入のため、地方会会員の方は電子証明書(コピー可)をご持参ください。 

６ 平均給与等支給額 

 (1)継続雇用者給与等支給額 

 (2)給与等月別支給対象者 

７ 比較平均給与等支給額 

(1) 継続雇用者比較給与等 

支給額 

 (2)給与等月別支給対象者 

８ 適用を受けるための手続 

組合ニュース８月号に振込用紙付きパンフレットを同封しております。お手元にない方は、協同組合事務局

（TEL045-243-0551）宛にお電話ください。事務局よりパンフレットを送付いたしますので、お申込の場合

は受講料をお振込みください。入金確認をもって受付となります。 

 

http://www.tochizeikyo.com/

